
廃棄物の野外焼却の 

禁止について 
 

原則として、廃棄物の野外での焼却は禁止され

ています。 

また、構造基準に適合しない焼却炉で廃棄物を

燃やすことも禁止されています。 

違反した場合は、罰則の対象となります。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 

【焼却禁止】 

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。  

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基

準に従って行う廃棄物の焼却  

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却  

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微で

ある廃棄物の焼却として政令で定めるもの 

【罰則】 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこ

れを併科する。  

十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者 

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定め

る罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下

の罰金刑 

 



■焼却禁止の例外となる野外焼却の事例について 

区 分 事 例 

国又は地方公共団体がその施設

の管理を行うために必要な廃棄

物の焼却 

・河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 

・海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却 

震災、風水害、火災、凍霜害その

他の災害の予防、応急対策又は

復旧のために必要な廃棄物の焼

却 

・凍霜害防止のための稲わらの焼却 

・災害時における木くず等の焼却 

・火災予防訓練 

・道路管理のために剪定した枝条等の焼却 

風俗慣習上又は宗教上の行事を

行うために必要な廃棄物の焼却 

・とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 

・塔婆の供養焼却 

農業、林業又は漁業を営むため

にやむを得ないものとして行わ

れる廃棄物の焼却 

・農業者が行う稲わら等の焼却 

・林業者が行う伐採した枝条等の焼却 

・漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却 

たき火その他日常生活を営む上

で通常行われる廃棄物の焼却で

あって軽微なもの 

・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却で、 

その煙によって近所に迷惑のかからない程度の焼却 

 

■廃棄物焼却炉の主な構造基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  姫路市リサイクル推進課 電話０７９－２２１－２４０４ 

          産業廃棄物対策課 電話０７９－２２１－２４０５ 

 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第１条の７に定める焼却設備の基準及び環境大臣が

定める焼却方法（平成２３年４月１日環境省告示第２９号） 

焼却炉の規模（焼却能力・火格子面積）に関係ありません。 

煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しな
いように焼却すること 

煙突の先端から火炎または黒煙が排
出されないよう焼却すること 

煙突の先端以外から燃焼ガスが排出
されないように焼却すること 

外気と遮断された状態
で定量ずつ廃棄物を燃
焼室に投入できるもの
であること 

空気取入口及び煙突の先端以外に
焼却炉内部と外気が接することの
ない構造であること 

燃焼ガスの温度を測定するため
の装置が設けられていること 

燃焼ガスの温度を保つための
助燃装置が設けられているこ
と 

燃焼に必要な量の空気の通
風がおこなわれること 

燃焼ガスの温

度が８００℃

以上の状態で

廃棄物を焼却

できるもので

あること 


